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千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、次条に掲げる補助対象施設においてパーテーション、簡易扉、簡易更衣室等の設

置によるこどものプライバシー保護や保護者からの確認依頼等に応えるためのカメラによる支援内容

（保育の実践記録等）の記録などを行う設備等支援を通じ、性被害防止対策を行うことを目的とし、

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の

交付に関し、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号。以下「補助金規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。 

 

 （補助対象施設） 

第２条 補助対象施設は、次のとおりとする。 

（１）保育所 国及び地方公共団体以外の者が運営する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以

下「法」という。）第３９条第１項に規定する保育所であって千葉市内に所在する施設をいう。 

（２）認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園であって千葉市内に所在する施設

をいう。 

（３）地域型保育事業所 法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業、法第６条の３第１０項に

規定する小規模保育事業、法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業であって千葉市内

に所在する施設をいう。 

（４）認可外保育施設 法第５９条の２に基づく届出を行っている認可外保育施設（法第６条の３第

１１項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。）であって、「認可外保育施設指導監督基準を満た

す旨の証明書の交付について」（平成１７年１月２１日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

に定める証明書の交付を受けている千葉市内に所在する施設をいう。 

（５）放課後児童健全育成事業所 法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業であって

千葉市内に所在する施設をいう。 

（６）子育て短期支援事業所 法第６条の３第３項に規定する子育て短期支援事業であって千葉市内

に所在する施設をいう。 

（７）地域子育て支援拠点事業所 法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業であって

千葉市内に所在する施設をいう。 

（８）病児保育事業所 法第６条の３第１３項に規定する病児保育事業であって千葉市内に所在する

施設をいう。 

（９）子育て援助活動支援事業所 法第６条の３第１４項に規定する子育て援助活動支援事業であっ

て千葉市内に所在する施設をいう。 

（10）児童養護施設 法第７条に規定する児童養護施設であって千葉市内に所在する施設をいう。 

（11）母子生活支援施設 法第７条に規定する母子生活支援施設であって千葉市内に所在する施設を

いう。 

（12）児童自立生活援助事業所 法第６条の３第１項に規定する児童自立生活援助事業であって千葉

市内に所在する施設をいう。 

（13）小規模住居型児童養育事業所 法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業であ
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って千葉市内に所在する施設をいう。 

（14）障害児通所支援事業所 法第６条の２の２に規定する障害児通所支援事業であって千葉市内に

所在する施設をいう。 

（15）保育所等 本条第１号から前号までの補助対象施設をいう。 

 

 （補助金交付対象者） 

第３条 補助金交付の対象者は、前条に掲げる補助対象施設を運営する者（以下「補助事業者」という。）

とする。 

 

（事業の内容等） 

第４条 補助金交付の対象となる事業（以下「対象事業」という。）の内容は、補助対象施設において性

被害防止対策を図るため、パーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等

の設備の購入や更新を行う事業とする。 

２ 市長は、補助対象施設について、本市が令和７年度開設予定の整備事業予定者として決定した施設

を補助対象施設とすることができる。 

 

 （補助事業の要件） 

第５条 補助金は、令和６年度内に第４条第１項に掲げる事業を実施し、かつ支払いを完了する事業を

対象として交付するものとする。 

 

 （補助対象経費） 

第６条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表のとおりとする。 

 

（補助金の交付額） 

第７条 この補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費として補助事業者が支出した

額とを比較していずれか少ない額を選定し、補助率を乗じた額とし、予算の範囲内で交付するものと

する。なお、１,０００円未満の金額については、これを切り捨てる。 

 

（交付申請） 

第８条 補助金を活用した事業を実施しようとする補助事業者は、補助対象施設ごとに次に掲げる書類

を添えて、市長に提出するものとする。 

（１）千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）補助金申請内訳書 

（３）購入を予定している物品等の名称、金額等が確認できる書類（見積書等） 

 

（交付の条件） 

第９条 補助金規則第５条の規定により附する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業等の内容、経費の配分又は遂行計画の変更（市長が認める軽微な変更を除く。）をする

場合においては、市長の承認を受けるものとする。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるものとする。 
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（３）補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やか

に市長に報告してその指示を受けるものとする。 

 

 （交付決定） 

第１０条 市長は前条に掲げる書類の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認められる場合

には、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付決定通知書（様式第

２号）により、申請者へ通知するものとする。 

２ 市長は前条に掲げる書類を審査し、適当と認められない場合には、千葉市保育所等における性被害

防止対策に係る設備等支援事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者へ通知するも

のとする。 

 

 （変更申請） 

第１１条 前条第１項の規定により、補助金の交付決定を受けた者が、第８条に係る交付申請の内容を

変更する場合には、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更交付申

請書（様式第４号）により、変更申請を行うものとする。 

 

 （変更決定） 

第１２条 市長は、前条の変更申請を受けた場合は、補助事業の変更の目的及び当該申請に係る書類の

内容を審査し、適当であると認めたときは、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支

援事業補助金変更交付決定通知書（様式第５号）により、申請者へ通知するものとする。 

２ 市長は前条の変更申請が不適当と認めたときは、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設

備等支援事業補助金変更不承認通知書（様式第６号）により、申請者へ通知するものとする。 

 

 （事業の廃止又は中止） 

第１３条 事業の完了前に当該事業を中止又は廃止しようとするときは、事前に市長と協議するものと

する。 

２ 前項の協議が整ったときは、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金

廃止（中止）承認申請書（様式第７号）を市長に提出するものとする。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事

業補助金廃止（中止）承認通知書（様式第８号）により、申請者へ通知するものとする。 

 

 （事故報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその状況を報告するものと

する。 

２ 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、補助事業者に対して書面により

適切な指示を行うものとする。 

 

 （状況報告） 

第１５条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行について、報告の要求があったときは、速やかに報

告するものとする。 
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 （実績報告） 

第１６条 補助事業者は、補助事業が完了、廃止（中止）又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終

了したときは、補助対象施設ごとに、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業

実績報告書（様式第９号）に次に掲げるすべての書類を添えて、市長へ提出するものとする。 

（１）対象経費の領収書の写し又は事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した

書類（以下「領収書等」という。） 

（２）納品書 

２ 前項に定める領収書等については、次の事項が掲載されているものとする。また、領収書等に訂正

がある場合、事業者の訂正印のないものは無効とする。 

（１）事業者の名称 

（２）支払者名 

（３）領収額 

（４）領収額の内訳 

（５）領収日 

（６）領収印 

 

 （額の確定通知） 

第１７条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合で、当該実績報告に係る書類の内容を審査

し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助事業者に対し、千葉市保育所等における性被害防

止対策に係る設備等支援事業補助金額確定通知書（様式第１０号）により、通知するものとする。 

 

 （補助金交付の請求） 

第１８条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、速やかに千葉市保育所等における性被害

防止対策に係る設備等支援事業補助金交付請求書（様式第１１号）を市長に提出するものとする。 

 

 （決定の取消） 

第１９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

（２）補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件又は法令に

違反したとき。 

２ 市長は前項の規定により、交付決定を取り消したときは、千葉市保育所等における性被害防止対策

に係る設備等支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第１２号）により、通知するものとする。 

 

 （補助金の返還） 

第２０条 補助金規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、千葉市保育所等における性

被害防止対策に係る設備等支援事業補助金返還命令書（様式第１３号）によるものとする。 
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 （維持管理） 

第２１条 性被害防止対策に係る設備等の導入から原則５年間は、当該設備等を適切に維持管理するも

のとする。 

 

 （財産の処分の制限） 

第２２条 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適化法施行令」と

いう。）第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長

の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に

供し、又は廃棄しないものとする。 

２ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を

市に納付させることがある。 

３ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者

の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図るものとする。 

４ 補助事業完了後に，消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る

仕入控除額が確定した場合は，速やかに市長に報告するものとする。 

  なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一

部を市に納付させることがある。 

５ 補助事業者は補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業

の完了の日の属する市の会計年度終了後、５年間保管するものとする。 

ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械、器具及びそ

の他の財産については、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令

第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間のいずれか遅い日まで保管す

るものとする。 

 

 （予算措置） 

第２３条 本事業は、国の補助事業を利用し実施するため、国の補助事業が縮小、中止、又は廃止にな

った場合は、本事業の縮小、中止又は廃止となる場合がある。 

 

 （補則） 

第２４条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども未来局長が定めるところによる。 

 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （要綱の失効） 

 ２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付が決定された

補助金については、同日後もなおその効力を有する。 
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別表 

 

 

種目 補助基準額 補助対象経費 補助率 

保育所等における性被

害防止対策に係る設備

等支援事業 

１施設当たり 

１００千円 

保育所等における性被害防止対策

に係る設備等支援事業を実施する

ために必要な 需用費（印刷製本費

及び修繕料）、役務費（通信運搬費、

手数料）、委託料、備品購入費 

補助対象経 

費の３／４ 

 



様式第１号

年 月 日

（あて先）　千　葉　市　長

導入場所・導入内容（その他の具体的な内容を記載）
導入備品内容

（主な購入物品）

２　導入備品内容

パーテーション

簡易扉

簡易更衣室

カメラ

その他

メールアドレス

記

１　交付申請額 金 円

施設事務担当者

電話番号

　千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金の交付を受けたいので、
千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱第８条の規定によ
り、下記のとおり申請します。

法人等所在地

法 人 等 名 称

代表者職氏名

施 設 名

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。
ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）か
ら
の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請書

　添付書類

(１) 補助金申請内訳書

(２)
購入を予定している物品等の名称、金額等が確認できる書
類
（見積書等）



　補助金申請内訳

（１）　補助金交付申請額内訳

施設名

番号 ②数量
③単価（円）
※消費税込み

④合計金額（円）
②×③　※消費税込

み

1

2

3

4

5

計

75,000

※補助上限額は、補助基準額（１施設当たり100千円）の3/4

⑤総事業費（円）
※消費税込み

⑥補助上限額
（円）

⑦交付申請額（円）
（1施設当たり75千円を上限）

※⑤×3/4と⑥を比較し金額の少ない方が申請
額、千円未満端数切捨

申請内訳

①導入備品等の名称



1

2

3

4

カメラを購入する場合、導入の趣旨や使用方法等を教職員等に説明し、理解を得た上で運用を
定める予定である。

令和６年度中に事業が完了する予定である。
（令和７年３月３１日までに、物品の納品や設置、支払等が完了する）

チェックリスト

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金　申請時チェックリスト

購入する物品等は、子供の性被害防止対策に資するものである。

カメラを購入する場合、導入完了までに保護者への承諾を得る予定である。
（導入する趣旨や保護者からの確認依頼に応えること等を説明する）



様式第２号 

千葉市指令   第  号 

    年  月  日 

法人所在地 

法人名 

代表者職氏名         様 

（施設名             ） 

 

千葉市長          印 

 

 

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付で申請のありました、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備

等支援事業補助金については、下記のとおり決定したので、千葉市保育所等における性被害防止

対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定により、通知します。 

 

 

記 

 

１ 交付決定額       金           円 

２ 支払方法         

３ 交付条件 （１）補助事業等の内容、経費の配分又は遂行計画の変更（市長が認める軽

微な変更を除く。）をする場合においては、市長の承認を受けるべきこ

と。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受け

ること。 

（３）補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

 

＜審査請求等＞ 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第３号 

千葉市指令   第  号 

    年  月  日 

法人所在地 

法人名 

代表者職氏名         様 

（施設名             ） 

 

千葉市長          印 

 

 

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金不交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付で申請のありました、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備

等支援事業補助金については、下記の理由により不交付と決定したので、千葉市保育所等におけ

る性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱第１０条第２項の規定により、通知し

ます。 

 

 

記 

 

不交付の理由 
 

 

 

 

＜審査請求等＞ 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 



様式第４号

年 月 日

（あて先）　千　葉　市　長

年 月 号

電話番号

メールアドレス

２　変更内容及びその理由

３　添付書類
(１) 変更申請額が変更となる積算根拠書類

(２) その他市長が必要と認める書類

施設事務担当者

補助金について、下記のとおり事業内容の変更をしたいので、千葉市保育所等における性被害防止
対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱第１１条の規定により、申請します。

記

１　変更交付申請額 金 円

により、交付決定された日付千葉市指令　　　第

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してくださ
い。
ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）
から
の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。

施 設 名

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更交付申請書

法人等所在地

法 人 等 名 称

代表者職氏名



　補助金申請内訳

（１）　補助金交付申請額内訳

施設名

番号 ②数量
③単価（円）
※消費税込み

④合計金額（円）
②×③　※消費税込

み

1

2

3

4

5

計

75,000

※補助上限額は、補助基準額（１施設当たり100千円）の3/4

⑤総事業費（円）　※消費税込み
⑥補助上限額

（円）

⑦交付申請額（円）
（1施設当たり75千円を上限）

※⑤×3/4と⑥を比較し金額の少ない方が申請
額、千円未満端数切捨

申請内訳

①購入物品等の名称



様式第５号 

千葉市指令   第  号 

    年  月  日 

法人所在地 

法人名 

代表者職氏名         様 

（施設名             ） 

千葉市長          印 

 

 

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更交付決定通知書 

 

 

年  月  日付千葉市指令   第  号で交付決定通知し、    年  月  日付で

補助金変更申請のありました、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金に

ついて、下記のとおり交付決定の変更をしたので、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備

等支援事業補助金交付要綱第１２条第１項の規定により、通知します。 

 

 

記 

 

１ 変更交付決定額    金           円 

２ 支払方法        

３ 交付条件 （１）補助事業等の内容、経費の配分又は遂行計画の変更（市長が認める軽

微な変更を除く。）をする場合においては、市長の承認を受けるべきこ

と。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受け

ること。 

（３）補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

 

＜審査請求等＞ 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第６号 

千葉市指令   第  号  

    年  月  日  

法人所在地 

法人名 

代表者職氏名         様 

（施設名             ） 

千葉市長          印 

 

 

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更不承認通知書 

 

 

     年  月  日付千葉市指令   第  号で交付決定通知し、    年  月  日付で

補助金交付決定変更申請のありました、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補

助金について、下記のとおり不承認となりましたので、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設

備等支援事業補助金交付要綱第１２条第２項の規定により、通知します。 

 

記 

 

１ 変更承認しないこととした額（交付決定額） 金         円 

 

２ 理由 

 

 

 

＜審査請求等＞ 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 



様式第７号 

年  月  日 

 

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金 

廃止（中止）承認申請書 

 

 

（あて先）千 葉 市 長 

 

法人等所在地 

法人等名称 

代表者職氏名              

施設名（               ） 

 

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）か

らの申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

 

年  月  日付千葉市指令   第  号により交付決定された補助金について、事業を

廃止(中止)したいので、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱

第１３条第２項の規定により、事業廃止（中止）を申請します。 

 

 

記 

 

１ 廃止（中止）希望日 年  月  日 

２ 廃止（中止）の理由 

 

 

 

 

 

 

施設事務担当者：            

担当者名：               

連絡先（電話番号、メールアドレス等）：  

                    

                    

 



様式第８号 

千葉市指令   第  号 

    年  月  日 

法人所在地 

法人名 

代表者職氏名         様 

（施設名             ） 

千葉市長          印 

 

 

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金 

廃止（中止）承認通知書 

 

 

年  月  日付千葉市指令   第  号で交付決定通知し、    年  月  日付で

申請のありました、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業廃止（中止）について、

下記のとおり承認となりましたので、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助

金交付要綱第１３条第３項の規定により、通知します。 

 

記 

 

 

１ 廃止（中止）決定日 年  月  日 

２ 備考 

 

 

 

＜審査請求等＞ 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 



様式第９号

年 月 日

（あて先）　千　葉　市　長

年 月 号

施設事務担当者

電話番号

メールアドレス

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。
ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）から
の申請であることを確認できる場合は記名のみで可。

　添付書類

(１) 導入した備品等に係る経費支払書（領収書等）

(２) 導入した備品等の納品書

３　導入物品内容

導入備品内容
（主な購入物品）

導入場所・導入内容（その他の具体的な内容を記載）

パーテーション

その他

0

１　補助金実績額 0

２　補助金実績額内訳

交付決定額
（Ａ）

実績額
（Ｂ）

差額
(Ａ)-(Ｂ)

単位：円

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金実績報告書

法 人 等 所 在 地

法 人 等 名 称

簡易扉

簡易更衣室

カメラ

印

代表者職・氏名

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金に関する事業報告について、千葉市保育所等に
おける性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱第１６条第１項の規定により、次のとおり報告します。

記

施 設 名

日 付 千 葉 市 指 令 第 をもって交付決定のあった、

円



　補助金実績報告額内訳

（１）　補助金実績報告額内訳

施設名

番号 ②数量
③単価（円）
※消費税込み

④合計金額（円）
②×③　※消費税込み

1

2

3

4

5

計

75,000

※補助上限額は、補助基準額（１施設当たり100千円）の3/4

⑤総事業費（円）　※消費税込み
⑥補助上限額

（円）

⑦実績報告額（円）
（1施設当たり75千円を上限）

※⑤×3/4と⑥を比較し金額の少ない方が
実績報告額、千円未満端数切捨

実績内訳

①導入備品等の名称



1

2

3

4

カメラを購入した場合、導入の趣旨や使用方法等を教職員等に説明し、理解を得た上で運用を
定めた。

令和６年度中に事業が完了した。
（令和７年３月３１日までに、物品の納品や設置、支払等が完了した）

チェックリスト

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金　報告時チェックリスト

購入した物品等は、子供の性被害防止対策に資するものである。

カメラを購入した場合、保護者への承諾を得た。
（導入する趣旨や保護者からの確認依頼に応えること等を説明した）



様式第１０号 

千葉市達   第  号 

    年  月  日 

法人所在地 

法人名 

代表者職氏名         様 

（施設名             ） 

千葉市長          印 

 

 

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金額確定通知書 

 

 

     年  月  日付千葉市指令   第  号で補助金の交付決定をした、千葉市保育所等に

おける性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金については、    年  月  日付で提出のあ

った実績報告書に基づき、下記のとおり交付が確定しましたので、千葉市保育所等における性被害防止対

策に係る設備等支援事業補助金交付要綱第１７条の規定により、通知します。 

 

記 

 

 

補助金交付確定額   金         円 

 

 

 

＜審査請求等＞ 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 



様式第１１号 

    年  月  日  

 

（あて先）千 葉 市 長 

 

法人等所在地 

法人等名称 

代表者職氏名              

施設名（               ）  

（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。 

ただし、押印又は署名以外の方法により本人（代表者）か

らの申請であることを確認できる場合は記名のみで可。 

 

 

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付請求書 

 

 

    年  月  日付千葉市達   第  号で交付確定を受けた、千葉市保育所等における性被

害防止対策に係る設備等支援事業補助金について、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備

等支援事業補助金交付要綱第１８条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 

１ 補助金の確定額 金       円 

２ 今回の請求額 金       円 

 

 

 

 

 

 

 
施設事務担当者：            

担当者名：               

連絡先（電話番号、メールアドレス等）：  

                    

                    

 



様式第１２号 

千葉市達   第  号 

    年  月  日 

法人所在地 

法人名 

代表者職氏名         様 

（施設名             ） 

千葉市長          印 

 

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

 

    年   月   日付千葉市指令    第   号で交付決定した千葉市保育所

等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金について、下記のとおり交付決

定を取り消すこととしたので、千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支

援事業補助金交付要綱第１９条第２項の規定により、通知します。  

 

記 

 

 

１ 取消日 年  月  日 

２ 決定を取り消した理由  

３ 備考  

 

 

＜審査請求等＞  

１  この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２  この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  

 



様式第１３号 

千葉市達   第  号 

    年  月  日 

 

法人所在地 

法人名 

代表者職氏名         様 

（施設名             ） 

千葉市長          印 

 

 

千葉市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金返還命令書 

 

 

千葉市補助金等交付規則第１８条 
第１項 

第２項 
の規定により、次のとおり返還を命じます。 

 

補助金の交付決定額 金       円 

補助金の交付確定額 金       円 

返還すべき金額 金       円 

返還期限     年  月  日まで 

返還を命ずる理由  

返還方法  

 

＜審査請求等＞ 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 


